
姫路市就学援助実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条の規定に基づ

き、経済的理由によって義務教育を受けることが困難な児童及び生徒の保護者に対

して就学に必要な経費の援助（以下「就学援助」という。）を行うことにより、義

務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。 

（対象） 

第２条 就学援助の対象者は、姫路市立の小学校、中学校若しくは義務教育学校に在

籍している児童若しくは生徒の保護者又は姫路市に住所を有し、学校教育法施行令

（昭和２８年政令第３４０号）第９条による区域外就学をしている児童若しくは生

徒（市町立学校に就学している者に限る。）の保護者で、次のいずれかに該当する

ものとする。 

 ⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に定める要保護者のうち教育扶助を

受けている者（以下「要保護者」という。） 

⑵ 要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者(以下「準要保護者」

という。) 

 （申請） 

第３条 就学援助を受けようとする者は、就学援助申請書兼世帯票に必要事項を記入

し、原則として在籍する小学校、中学校又は義務教育学校の校長（以下「校長」と

いう。）を経由して市長に提出するものとする。 

２ 前項の申請書には、児童又は生徒と生計を一にする世帯全員の前年の所得額が算

定できる資料を添付しなければならない。ただし、他の方法により当該所得額を確

認できる者については、これを省略することができる。 

（認定） 

第４条 市長は、前条の申請があったときは、審査のうえ就学援助の受給資格の認定

（以下「認定」という。）を行うとともに、その結果を校長を経由して申請者に対

して通知する。 



（就学援助費） 

第５条 市長は、認定を受けた者に対して就学援助費を支給する。 

２ 就学援助費の種類は、次のとおりとする。 

 ⑴ 学用品費等 

 ⑵ 校外活動費 

⑶ 新入学児童生徒学用品費 

⑷ 修学旅行費 

⑸ 学校給食費 

⑹ 通学費 

⑺ 医療費 

⑻  体育実技用具費 

（支給金額） 

第６条 就学援助費の種類毎の支給金額は、当該年度の予算の範囲内において、別に

定めるものとする。 

（支給方法） 

第７条 就学援助費の支給は、原則として認定を受けた者から受領に関して委任を受

けた校長の指定する金融機関の預金口座へ口座振替の方法により行う。ただし、学

校給食費、医療費及び小学校入学前の新入学児童生徒学用品費の支給については、

別に定める方法による。  

（変更届） 

第８条  認定を受けた者は、申請書の内容に変更が生じたときは、遅滞なく、その

旨を校長を経由して市長に届け出なければならない。 

 （認定の取消し） 

第９条 市長は、認定を受けた者が次のいずれかに該当した場合は、その認定を取り

消すものとする。 

 ⑴ 第２条に規定する要件を欠くことになったとき。 

⑵ 認定を受けた者から辞退の申し出があったとき。 

⑶ 不正の手段により就学援助費の支給を受けたとき。 



 （就学援助費の返還） 

第１０条 市長は、認定を受けた者が就学援助費の支給を受けた後、前条の規定によ

り認定を取り消された場合又は児童若しくは生徒の行事不参加等により就学援助費

の過払いが生じた場合には、これを返還させることができる。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


